災害時被害状況確認システムのご案内

１　設置目的は！
今後発生が懸念されている大規模災害に備え、県及び市町村が、発災直後の障害児者向け施設等の被害状況を、施設等の負担に配慮しつつ、迅速かつ簡易に把握し、県及び市町村が行う初動対応に活用することを目的としています。

２　システムの概要は！
①　まず、事業者の皆様方に、「障害福祉情報サービスかながわ」の「事業所メンバー」から、既にご登録いただいているお知らせ配信用メールアドレス（パソコンのメールアドレス）のほかに、携帯電話やスマートフォン等のメールアドレスを登録していただきます。
②　県は、災害発生時等に、ご登録いただいている業務用パソコンと携帯電話等のアドレスに被害状況調査メールを配信します。
③　事業者の皆様方には、パソコン又は携帯電話等から受信したメールに記載されたＵＲＬにアクセスし、被害状況をご報告いただきます。ご報告いただく項目は、最低限のものとなっています。
※　主な報告内容：負傷者数、施設の被害の有無、要避難者数等、その他連絡事項
④　ご報告いただいた情報は、県及び各市町村が直接見ることができるようになっています。

３　被害状況調査メールを配信するときは！
原則として、県災害対策本部が設置されたときに配信します。
※　県災害対策本部が設置されるときは？
ａ　県内最大震度５弱以上の地震を観測し、かつ、大規模な災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき
ｂ　暴風、大雪、暴風雪、高潮警報のいずれかが県下に発表され、かつ、大規模な災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき
ｃ　船舶災害、鉄道災害、道路災害、放射性物質災害、危険物等災害、大規模な火事災害等が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき
ｄ　その他状況により必要があるとき

４　システムにメールアドレス登録していただく事業所は！
県内に所在する障害児者向け居住系・通所系の事業所（グループホーム等を含む。）です。訪問系事業所と相談系事業所は対象外です。
※　複数の事業所を運営する法人の方は、事業所番号ごとに登録してください。

５　登録するメールアドレスは！
従来から県等からのお知らせメール配信用として登録していただいている業務用パソコンのメールアドレスとは別に、事務所に職員がいない時間帯や停電などによりパソコンが使えない場合でもメールの送受信ができるよう、施設管理者等が、日常業務等に使用している携帯電話やスマートフォン等のアドレスを登録してください。

６　訓練にご参加ください！
県では、年に１回以上、事前にご案内した上で、災害時被害状況確認訓練を実施する予定です。次回は、平成26年９月２日(火)を予定しています。是非ご参加ください。
